
 墨田区障害者生活介護施設の管理運営等に関する条例の一部を改正する条例を公布

する。 

  平成２１年６月２５日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇    

 

墨田区条例第３０号 



   墨田区障害者生活介護施設の管理運営等に関する条例の一部を改正する

条例 

 墨田区障害者生活介護施設の管理運営等に関する条例（平成元年墨田区条例第２０

号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第３条第２項」の次に「及びすみだステップハウスおおぞら条例（平成

２１年墨田区条例第 号）第３条第２項」を加える。 

 第２条第１項中「生活介護施設」を「すみだ福祉保健センター条例第３条第１項第

２号の規定により設置する生活介護施設」に改め、同条中第３項を第４項とし、第２

項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ すみだステップハウスおおぞら条例第３条第１項第２号の規定により設置する生

活介護施設の名称は、すみだステップハウスおおぞらひだまりとする。 

 第４条ただし書中「第１５条」の次に「及びすみだステップハウスおおぞら条例第

４条」を加える。 

付 則 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の第７条第１項の規定によ

る契約の締結その他生活介護事業の利用に係る必要な手続、準備行為等（すみだス

テップハウスおおぞらひだまりに係るものに限る。）は、施行日前においても、こ

の条例の規定の例により行うことができる。 

 


